四街道市病児・病後児保育事業委託公募型プロポーザル実施要領
１　目的
本要領は、「四街道市病児・病後児保育事業委託」に係る最優先受託候補者を選定するための公募型プロポーザル（以下「本件募集」といいます。）の実施に関し必要な事項を定めることを目的とします。
２　委託業務の概要
本業務の内容については、別紙「四街道市病児・病後児保育事業委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとします。
３　各会計年度における施設整備費、業務委託料の支払限度額
各会計年度における施設整備費、業務委託料の支払限度額は次のとおりとします。
ただし、この業務に係る予算（令和８年度６月補正予算）が可決・成立しない場合は、今回の企画提案による業務は執行しないものとします。また、予算の減額があった場合は仕様を変更することがあります。なお、このことにより、受託候補者に損害が生じた場合であっても、市はその損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)　施設整備費
令和８年度　　9,200,000円
（うち、改修費等8,000,000円、礼金及び賃借料（開設前月分）1,200,000円）
(2)　業務委託料
令和８年度　11,060,000 円
令和９年度　22,119,000 円
令和10年度　22,119,000 円
令和11年度　22,119,000 円
【令和８年度の委託料の内訳】
	①基本分
	2,897,500円

	②改善分（巡回支援等の実施費用）
	1,190,750円

	③加算分（年間延べ利用児童数に応じた加算）
	1,535,000円

	④加算分（送迎対応を行う看護師等雇上費）
	2,700,000円

	⑤加算分（送迎経費）
	1,817,000円

	⑥加算分（研修参加費用）
	9,000円

	⑦加算分（感染症対応加算）
	771,000円

	⑧加算分（当日キャンセル対応加算）
	123,950円

	⑨低所得者減免加算
	15,000円

	①から⑨の合計（千円未満切り上げ）
	11,060,000円


【令和９年度から令和１１年度における１年度当たりの委託料の内訳】
	①基本分
	5,795,000円

	②改善分（巡回支援等の実施費用）
	2,381,500円

	③加算分（年間延べ利用児童数に応じた加算）
	3,070,000円

	④加算分（送迎対応を行う看護師等雇上費）
	5,400,000円

	⑤加算分（送迎経費）
	3,634,000円

	⑥加算分（研修参加費用）
	18,000円

	⑦加算分（感染症対応加算）
	1,542,000円

	⑧加算分（当日キャンセル対応加算）
	247,900円

	⑨低所得者減免加算
	30,000円

	①から⑨の合計（千円未満切り上げ）
	22,119,000円


※ 契約後の実績に応じて金額が減額となる場合があります。
３　最優先受託候補者の選定方法　
最優先受託候補者の選定については、公募型プロポーザルとして、四街道市病児・病後児保育事業委託プロポーザル評価基準（以下「評価基準」といいます。）に基づき、書類審査（第１次審査）及びプレゼンテーション審査（第２次審査）の実施により行います。
４　参加資格
本件募集に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人又は個人事業者とします。
(1)　仕様書の内容を遵守できること
(2)　地方自治法施行令第167条（昭和22年政令第16号）の４の規定に該当しないこと
(3)　会社更生法に基づく更生手続開始決定がされていない者、かつ民事再生法に基づく再生手続開始決定がされていない者であること
(4)　四街道市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成４年７月１日施行）に基づく指名停止措置を受けていない者であること
(5)　手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過している者又は本案件への申請日前６か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を起こしていない者であること
(6)　国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと
(7)　四街道市暴力団排除条例（平成24年条例第２号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は第９条第１項に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること
５　失格要件
最優先受託候補者が決定されるまでの間に、申込者が次のいずれかに該当した場合は、当該申込者を失格又は審査の対象より除外します。
(1)　参加資格要件を満たさない場合
(2)　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
(3)　参加申込書又は企画提案書等に虚偽の内容が記載されている場合
(4)　申込者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合
(5)　会社更生法（平成14年法律第154号）の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至った場合
(6)　審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(7)　著しく信義に反する行為があった場合
６　様式一覧
(1)　参加申込書（様式１）
代表者以外の名義で申請する場合は、委任状（任意様式）を添付してください。
　(2)　質問書（様式２）
　(3)　企画提案提出書（様式３）
　(4)　業務実績書（様式４）
７　企画提案書類
次の(1)から(6)までの書類をもって、企画提案書類（一式）とします。(1)の次に目次を作成し、ページ番号を付したうえで、(2)から(6)までの順に綴じてください。また、(1)から(6)までについては、Ａ４判に調製してください。ただし、図表等については、Ａ３判も可とします。その場合はＡ４サイズに折り込んでください。
なお、 (7)の書類の提出については任意としますが、提出があったときは、選定審査の対象とします。
　(1)　企画提案提出書（様式３）
必要事項を記載してください。
(2)　業務実績書（様式４）
直近５年間における申込者の他自治体における同種の実績を記載してください。また、契約書の写し等、実績の分かる書類および実績の内容が分かる書類（送迎サービスの実施等）を提出してください。なお、実績がない場合は提出不要です。
(3)　予定構成員一覧（任意様式）
氏名、年齢、資格、常勤・非常勤の別等を記載してください。
(4)　事業者概要書（任意様式）
様式等は任意ですが、申込者の経歴、組織体制、概要を記載してください。組織体制については、本業務の組織体制と本業務に精通した専門的な部門の有無についても記載してください。また、「14　審査項目」中「(2)　加点項目」の「③　ワーク・ライフ・バランス等の推進」に該当する場合は、取組を行っていることを証明できる書類（認定通知書の写し等）を提出してください。
(5)　企画提案書（任意様式）
本要領及び仕様書に則り、次の項目に従い作成してください。　
①　企画提案
ア　本業務受託に当たっての基本的な考え方
イ　「14　審査項目」に対する提案事項
ウ　提案の特徴
②　その他独自の提案事項
③　事業費見積書（人件費、改修費等、建物賃借料、その他経費、事務手数料をそれぞれ項目別で算出すること。）
(6)　直近の計算書類、財務諸表等
(7)　その他　 
パンフレット等、ＰＲになるもの等がある場合は別冊で提出してください。
８　選定までのスケジュール（予定）
	スケジュール
	日時
	提出書類

	プロポーザル募集開始
	令和８年５月29日（金）
	-

	質問書受付期限
	令和８年６月15日（月）12時まで
	質問書（様式２）

	質問の回答
	令和８年６月19日（金）12時まで
	-

	参加申込書及び企画提案
書類（一式）の提出期限
	令和８年６月29日（月）16時30分まで
	参加申込書（様式１）及び
企画提案書類（一式）
（様式３～４を含む）

	書類審査の結果通知
（第１次審査）
	令和８年７月10日（金）
	-

	プレゼンテーション審査
（第２次審査）
	令和８年７月21日（火）
	-

	選定結果の通知
	令和８年７月31日（金）
	-

	契約事務
	令和８年８月中旬以降
	-


※１　日程については、都合により変更となる場合があります。
※２　書類審査（第１次審査）の結果はメール等にて通知します。
※３　プレゼンテーション審査（第２次審査）の開始時間、場所等は後日メールにてご連絡します。
９　プロポーザル参加申込
令和８年６月29日（月）16時30分までに、参加申込書（様式１）に企画提案書類６部（原本１部及び副本５部）を添えて、四街道市健康こども部保育課（以下、「保育課」といいます。）に提出してください。期限までに必要書類を提出した申込者を、受託候補者とします。また、提出方法は、電子メールによる送信、郵送又は持参とします。
なお、電子メールによる送信の場合は、参加申込書（様式１）及び企画提案書類をＰＤＦ形式に変換し、電子メール送信後、保育課担当宛て電話にてご連絡ください。持参の場合は、閉庁時間（16時30分から９時まで）及び閉庁日（土曜日、日曜日及び祝日）の受付はできませんので、ご注意ください。
(1)　メールアドレス
yhoiku@city.yotsukaido.chiba.jp
(2)　電話番号
043－420－7526（担当：松本）
(3)　郵送先（持参場所）
〒284－8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所本館１号棟１階　健康こども部保育課
10　プロポーザルに関する質問
本要領及び仕様書の内容等に質問がある場合は、質問書（様式２）を保育課宛て提出することができます。
(1)　受付期限
令和８年６月15日（月）12時まで
(2)　提出方法
質問書（様式２）を保育課に提出してください。提出方法は、電子メールによる送信とします。電子メール送信後、保育課担当宛て電話にてご連絡ください。メールアドレス及び電話番号は、「９　プロポーザル参加申込」に記載のものと同様です。
(3)　回答方法
令和８年６月19日（金）12時までに、質問者を伏せた上で、質問に対する回答を市ホームページで公開します。
11　参加辞退
参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。以後、辞退により申込者が不利益な扱いを受けることはありません。
12　選定審査
書類審査（第１次審査）及びプレゼンテーション審査（第２次審査）は、評価基準の定めに基づき、四街道市病児・病後児保育事業委託受託者選定委員会（以下「委員会」といいます。）が、次のように行います。ただし、受託候補者が１者となった場合は、プレゼンテーション審査については、実施しません。
(1)　書類審査（第１次審査）
①　受託候補者が１者となった場合
企画提案書を基に、受託候補者が評価基準に定める要件をいずれも満たすと委員会の委員（以下、「委員」といいます。）全員が認めるときに、当該受託候補者を最優先受託候補者とします。
②　受託候補者が２者以上となった場合
企画提案書を基に、各受託候補者対して評価基準に定める合計順位点を付し、その点数が高い順に３位までの者をプレゼンテーション審査の対象とします。
(2)　プレゼンテーション審査（第２次審査）
企画提案書に沿って受託候補者が行うプレゼンテーションを基に、各受託候補者対して評価基準に定める合計順位点を付し、その点数が最も高い者を最優先受託候補者とします。プレゼンテーションの時間は、受託候補者当たり20分を予定しています。（説明10分及び質疑応答10分）
13　選定結果
書類審査及びプレゼンテーション審査の結果は、受託候補者全員に通知します。また、最優先受託候補者は、市ホームページで公表します。
なお、選定結果に関する異議の申し立ては受理しません。
14　審査項目
選定審査の評価項目は、概ね以下のとおりとし、当該項目を総合的に評価した上で、最優先受託候補者を選定します。
(1)　基本項目
①　保育の質
②　保健衛生の質
③　人員の確保状況
④　運営管理の質
⑤　事業所の利便性
⑥　開所に向けた計画状況
⑦　財務状況
⑧　見積金額の妥当性
(2)　加点項目
①　送迎サービスの実施
②　ＩＣＴの積極的活用
③　ワーク・ライフ・バランス等の推進（えるぼし認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定又はユースエール認定の取得の有無）
④　独自の付加サービス
15　その他
(1)　本件募集に関する費用については、申込者の負担とさせていただきます。
(2)　提出書類は、本件募集に係る選定審査以外に無断で使用しません。ただし、透明性や公正を期すために公表する場合があります。　
  (3)　提出書類は返却しません。
(4)　最優先受託候補者選定後の契約締結は、当市に定められた随意契約手続によるものとします。
(5)　企画提案書に記載された項目は、契約締結時に仕様書に反映するものとします。ただし本業務の目的達成のため必要な範囲において、当市と最優先受託候補者との協議により契約締結段階において項目の追加、変更、削除を行えるものとします。そのため、最優先受託候補者選定の決定をもって、企画提案書に記載された全内容を承認するものではありません。
(6)　審査の過程、内容等についてはお答えしません。
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